
第３次労働災害防止計画策定にあたっての 

会長メッセージ 
 

産業廃棄物処理業における労働災害は、他産業に比べて著しく多く発生している

ことから、平成 29 年度を初年度とする１次計画(H29～Ｒ元年度)、さらに２次計画 

(R2～４年度)において、千葉県労働局管内の休業４日以上の死傷者数を平成 24～26

年の実績平均（54.3 人）を 20％以上減少させ、43 人以下とすることを目標に掲げ、

計画を実施してきたところです。 しかしながら、目標通り 43 人以下を達成する 

ことは一度も出来ず、令和 4 年は 79 人と目標の倍近くの事故発生が続いています。 

このような状況に対処するため、千葉県協会では令和５年度を初年度とする第３

次労働災害防止計画（５カ年計画）の上半期計画を策定いたしました。第 3 次労働

災害防止計画では以下の事項を新たな重点項目等と定め、この目標達成のため、 

事業者の皆様に労働安全活動の実施を求めております。 

 

（1）経営者の意識改革 

経営者のリーダーシップのもと労使が一体となった労働安全衛生対策の取組み 

 

（2）労働災害防止活動の推進 

①安全衛生規程の作成及び実施 

②当業界において発生数の多い労働災害（例：「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込

まれ」、「転倒」）の撲滅 

 

 労働安全衛生活動を推進するためには、何よりもまず経営者の皆様の安全に関す

る意識を高めることが重要であり、最重点実施事項として、経営者の意識改革、 

リーダーシップの発揮が求められております。 

 このたびの 第３次労働災害防止計画の策定にあたり、会員企業が一体となり、 

労働災害防止対策を推進し、業界全体の安全衛生水準のなお一層の向上を図ってい

くことを願って 私からのメッセージといたします。 
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